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８
時
30
分
〜
（
先
着
順
）

申
込
先　

市
役
所
本
庁
舎
市
民
参
画

課
（
０
８
５
７
）
20̶

３
１
５
８

　

行
政
機
関
の
仕
事
や
手
続
き
、
サ

ー
ビ
ス
な
ど
に
つ
い
て
、
公
平
・
中

立
の
立
場
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

▽
11
月
４
日
（
金
）
午
後
１
時

30
分
〜
４
時　

▽
11
月
９
日
（
水
）
午

後
１
時
30
分
〜
４
時　

▽
11
月
15
日

（
火
）
午
後
１
時
〜
３
時　

▽
11
月
28

日
（
月
）
午
後
１
時
30
分
〜
4
時

と
こ
ろ　

▽
４
日
／
市
役
所
本
庁
舎

１
階
市
民
談
話
室　

▽
９
日
／
輝き

な

ん
せ
鳥
取　

▽
15
日
／
さ
ざ
ん
か
会

館　

▽
28
日
／
ト
ス
ク
本
店
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
行
政
評
価
事

務
所
（
０
８
５
７
）24̶

５
５
４
１

　

植
物
に
関
す
る
疑
問
、
管
理
・
育

成
な
ど
の
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

と
き　

▽
11
月
10
日
（
木
）
午
後
１

時
30
分
〜
５
時
▽
11
月
24
日
（
木
）

午
後
１
時
30
分
〜
５
時　

と
こ
ろ　

▽
10
日
／
市
役
所
駅
南
庁

舎
１
階
入
り
口
ホ
ー
ル
（
新
日
本
海

新
聞
社
側
）
▽
24
日
／
市
役
所
本
庁

舎
１
階
市
民
談
話
室

（
０
８
５
７
）
23̶

７
９
３
０

相
談
内
容　

▽
一
般
（
健
康
・
家
族
・

職
場
や
近
所
で
の
人
間
関
係
・
育
児

な
ど
）　

▽
法
律
に
関
す
る
こ
と
（
セ

ク
ハ
ラ
・
離
婚
問
題
な
ど
）

相
談
日　

▽
一
般　

11
月
８
日
（
火
） 

・
12
日
（
土
）
午
後
１
時
〜
３
時　

▽
法
律　

11
月
８
日
（
火
）
午
後
１

時
〜
４
時
／
16
日
（
水
）・
24
日
（
木
）

午
前
９
時
〜
正
午

と
こ
ろ　

輝き

な
ん
せ
鳥
取
（
福
祉
文

化
会
館
内
・
西
町
二
丁
目
）

予
約
受
付　

10
月
20
日
（
木
）
午
前

８
時
30
分
〜
（
先
着
順
）

申
込
先　

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

（
０
８
５
７
）24̶

２
７
０
４

と
き　

11
月
15
日
（
火
）
午
後
１
時

〜
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
２
庁
舎
５
階
第

２
会
議
室

定
員　

８
人

予
約
受
付　

11
月
７
日
（
月
）
午
前

　　

消
防
法
の
規
定
に
よ
り
、
一
定
の

規
模
の
事
業
所
に
配
置
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
『
防
火
管
理
者
』
の
資

格
を
取
得
す
る
た
め
の
講
習
会
で
す
。

と
き　

11
月
24
日
（
木
）・
25
日
（
金
）

両
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ　

鳥
取
県
東
部
行
政
管
理
組

合
消
防
局
（
吉
成
）

講
習
料　

５
５
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト

代
含
む
）

受
付
期
間　

10
月
25
日
（
火
）
〜
11

月
16
日
（
水
）

定　

員　

１
０
０
人

※
定
員
に
な
り
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

東
部
消
防

局
（
０
８
５
７
）
23̶

２
４
６
０

　
と
き　

11
月
13
日
（
日
）
午
前
８
時

〜
午
後
４
時
40
分

コ
ー
ス　

鳥
取
駅（
集
合
）〜【
列
車
】

智
頭

～
芦
津
〜
三
滝
ダ
ム
〜
芦
津
〜

智
頭
〜
【
列
車
】
〜
鳥
取
駅
（
歩
行

距
離
約
11

）

費
用　

２
１
４
０
円
（
交
通
費
）

※
弁
当
や
水
筒
、
雨
具
は
各
自
で
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

歩
こ
う
会
事
務
局

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
県
造
園
建
設

業
協
会
東
部
支
部
（
０
８
５
７
）

24̶

５
２
２
１

と
き　

10
月
23
日
（
日
）
午
前
10
時

〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

パ
レ
ッ
ト
と
っ
と
り
２
階

市
民
交
流
ホ
ー
ル
（
弥
生
町
）

相
談
内
容　

振
り
込
め
詐
欺
や
架
空

請
求
、
相
続
、
登
記
、
戸
籍
、
人
権

擁
護
、
心
配
事
な
ど

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
地
方
法
務
局

総
務
課
内
お
客
様
相
談
室
（
０
８

５
７
）
22̶

２
１
２
７

　

相
談
は
地
元
の
人
権
擁
護
委
員
が

担
当
し
、
相
談
内
容
は
近
隣
、
家
族

間
、
職
場
内
で
の
ト
ラ
ブ
ル
、
子
ど

も
や
女
性
、
高
齢
者
に
関
す
る
困
り

事
な
ど
の
人
権
問
題
全
般
で
す
。
相

談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。

と
き　

10
月
20
日
（
木
）
午
後
１
時

〜
４
時　

と
こ
ろ　

さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二

丁
目
）

問
い
合
わ
せ
先　

鳥
取
地
方
法
務
局

人
権
擁
護
課
（
０
８
５
７
）22̶

２

２
８
９

相　談

法
律
相
談

行
政
相
談

女
性
な
ん
で
も
相
談

緑
の
相
談
室

お知らせ
歩
こ
う
会
11
月
定
例
会

法
務
局
サ
ン
デ
ー
相
談

防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
会

特
設
人
権
相
談
所


